
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿✿消消費費者者行行政政のの推推進進（（平平成成 2299 年年度度予予算算要要求求中中）） 

安全で安心して暮らせる社会づくり ～消費生活の安定と向上～ 

５ 消費者行政推進事業費                    

（H28：7,904 千円→ H29：5,393 千円）    

消費生活関係法令に基づく事業者の指導や自立した消費者の育成、

多重債務者対策の推進等を図る。 

● 事業者指導 

● 消費者啓発 

● 多重債務者対策   

● 消費生活審議会､市町村支援等消費生活関連 

● 課の運営費  

６ 消費生活センター費            

（H28：27,205 千円→ H29：26,933 千円） 

県立消費生活センターの管理運営。 

● ソーレ占有部分管理費負担金 

● 相談窓口の維持   ・消費生活相談員の配置  

  ・相談員研修派遣 

● 消費者啓発  

● センター運営費 

   

７ 消費者行政活性化基金積立金        

（H28：22 千円→ H29：9 千円） 

19 消費者行政推進交付金事業費           

（H28：41,324 千円→ H29：49,155 千円） 

国の地方消費者行政推進交付金を財源として、県や市町村の消費生活相談 

窓口の機能強化や啓発の充実等の取組を図る。 

● 体制の充実強化 

・消費生活相談員の配置（相談体制の強化） 

・不当取引指導非常勤職員の配置（法執行体制の強化） 

 

● 問題解決力の充実強化 

・連携講座の開催、くらしのサポーターの養成等、啓発資料の作成 

消費者団体への活動促進補助金、情報誌への広告の掲載 ほか 

・弁護士による多重債務相談会の実施 

 

● 市町村支援の充実 

・消費生活相談員研修の実施、市町村補助金の交付、市町村窓口訪問、 

消費生活センター相談員の研修派遣、法律専門家による助言  

  

● 消費者教育の推進 

・消費者教育への取組を総合的・体系的に推進 

・消費者教育専任の非常勤職員の配置（消費者教育の推進） 

８ 消費者行政活性化基金事業費           

（H28：3,211 千円→ H29：4,075 千円） 

 国の地方消費者行政活性化交付金等を財源として造成した基金を活用し、県

や市町村の消費生活相談窓口の機能強化等を図る。 

H28：79,666 千円 → H29：85,565千円 

主な増額理由：消費者教育推進の充実 



 


